
【総務部長】 セクハラに当たる案件が

あったが、分限懲戒審査委員会では、懲

戒処分以下の（軽い）処分とした。 

【小林質問】 セクハラに甘い職場では

確実に職場環境は悪化し、そこで働く職

員への心理的な悪影響は計り知れない。

防止に向けての取り組みは。 

【総務部長】  セクハラに関する相談

は、総務部職員課で案内している。 

Q2【小林質問】 次に、ソーラー発電

所建設にまつわるＳＬ機関車移設訴訟で

裁判所は市が農地法違反をしたと判断。

許可権者である長野県から行政指導等が

あったと聞くが。 

【総務部長】 行政指導については承知

 事の発端は２年前、安曇野市役所に非常勤

職員として採用されてまだ間もないＡさん

は、他部署のB職員から何度も性的内容を含

むメールを送り付けられた。Ａさんは、新入

の非常勤職員という弱い立場から、メールに

当たり障りのない返信を続けた。しかし、次

第にメールの内容が「手を縛っていい？」

「キスしてあげる」などとエスカレートして

きたため、上司に相談。Ｂ職員は所属課の上

司から「厳重注意」を受けたもののＡさんに

は謝罪もせず、むしろばかにしたような態度

をとるようになった。それでもＡさんは自分

の立場を考えると、なかなか事を荒立てるこ

とはできなかった。 

 その後もＢ職員はＡさんに謝罪をしないま

ま、翌年３月には課内で昇格することがわ

かった。Ａさんはセクハラを受けた自分の苦

しさ、悔しさが「なかったこと」にされたこ

とにショックを受け、もう市役所内で相談す

ることはできないと考え、K市議会議員に相

談することにした。 

  K市議が副市長を通じて事実関係を確認し

たところ、Ｂ職員はＡさんに不適切なメール

を送ったが、その不適切な内容に応じて返信
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 平成26年の入札情報漏えい事件や27

年の横領事件など職員の不正事案が続

き、その後も不適正な事務処理が発生す

るなどしたため、発生防止に全庁を挙げ

て取り組んできた経過がある。 

 平成28年には、民間企業の内部統制

の考え方を手掛かりに、安曇野市の内部

統制のあり方について検討委員会を立ち

上げ研究してきた。 

 平成29年の地方自治法の改正では、

自治体の内部統制に関することが盛り込

まれたが、それに先行して内部統制に取

り組んできた安曇野市の現状について質

問した。 

Q1【小林質問】 安曇野市の内部統制

について、主として不適正な事務処理の

改善や、法令等の遵守の徹底などについ

て、基本的なところを伺う。 

【市長】 信頼される市政を実現するた

めに、組織内で自律的な管理統制を行う

こと、そして職員一人ひとりが公務員と

しての誇りと自覚を持って、市民の信頼

に応えられる職員であることが最も重要

だと考える。 

【小林質問】 残念ながら相変わらず不

適切な事務処理や法令遵守に反する事案

が発生している。一つにはセクハラ問題

だ。どう対処しているか。 

安曇野市役所セクハラ問題の経緯～見えたセクハラへの無理解 

◆安曇野市議会３月定例会小林じゅん子の一般質問◆
Ｑ1.安曇野市の内部統制早急に見直し確立を  

～庁内セクハラ問題への対応、県の行政指導等への対応～ 
 内部統制とは、地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の 福祉の増

進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を 執行する主体であ

る市長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスク を評価及びコントロール

し、事務の適正な執行を確保する体制。（総務省の見解） 

 今回は、主として不適正な事務処理の改善や、法令等の遵守の徹底、新たな課題

への適切な対応など、安曇野市役所の内部統制のあり方について質問した。 

していない。 

【商工観光部長・農林部長】  確かに

あったが、「違法と評価される事実はな

い。職務上の義務違反はない。」と反

論・回答した。 

【小林質問】 司法が認めた農地法違反

の事実を否定するなど有り得ないこと。

それに関って、完了検査を怠った職員の

処分はどうなっているか。 

【都市建設部長】 処分については承知

していない。 

【小林質問】 これらの問題を真摯に受

け止め、内部統制に努めるべきでは。 

【市長】 反省すべきところは反省し、

今後の職務執行に十分配慮していく。 

したＡさんにも非があったとして、セクハラ

行為ではなく「当事者同士の問題」とされて

いたことが判明。市側の説明では「けんか両

成敗」という意味不明の言葉も聞かれ、セク

ハラ問題として取り合わず軽く扱った経過が

見えてきた。ＡさんはK市議とともに、「セ

クハラだと訴えたのに、それが認められてい

ないのはおかしい」と再調査を求めた。 

 市はあらためて両者に聞き取り調査を行っ

たうえで弁護士３人に相談し、さらに分限懲

戒審査委員会で処分を検討した。しかし、再

調査を求めてから結論が出るまでに９カ月も

かかったうえ、市は規則・規程どおりの懲戒

処分を行わず、Ｂ職員の加害事実が公表され

る事もなかった。年が明けた今年１月、Ａさ

んは年度末での雇い止めを言い渡され、その

ころには既に体調を崩していたこともあり、

退職を余儀なくされた。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 現在、Ａさんは労働組合（欄外に解説※）

に加入し、Ｂ職員と市による正式な謝罪、事

実の公表、再発防止の具体策提示、雇い止め

理由の明示、相応の補償を求めて、市と団体

交渉を行っているところです。 

▲厚労省「平成２９年度雇用環境・均等部

（室）における法施行状況について」より 

 

※Ａさんが加入したのは、雇用形態を問わず1人でも入れる「ユニオン」と呼ばれている労働組合です。 



「種まき通信」の郵送を希望される方は電話・メール等でお申し込み下さい。 

◆「種まき通信」は年４回発行しています。そのうちの１回は新聞折込にてお届けし 

 ています。毎号の郵送をご希望の方はお申し出ください。  

甚だ疑問です。予算について、個別の事

業や金額に関することに言及するのでは

なく、予算の提案者である市長と市行政

への不信を表明する形での反対討論は異

例のことかもしれませんが、それほど

に、安曇野市行政は深刻な事態にあると

いうことを指摘して、令和２年度安曇野

市一般会計予算に反対します。 

 また、産業団地造成事業特別会計予算

においても、産業団地造成が農地利用と

切り離せないなかで、事務事業の公正な

執行が危ぶまれる状況にあり、適切な予

算編成や適正な予算執行が行われるか疑

問が残るので、反対せざるをえません。 

◆一般会計予算と産業団地造成事業特別会計予算に反対◆ 

 ～予算の提案者である市長と市行政への不信～ 

 新年度の予算審議で、私が一般会計予算と産業団地造成事業特別会計予算に反対し

た理由は、商工観光部と安曇野市農業委員会が、長野県から、平成28年（行ウ）第17

号公金支出返還請求事件・住民訴訟判決に関わって、行政指導や技術的助言を受けた

にもかかわらず、それら指導や助言に反発して従おうとしなかったからです。 

 そのうえ、これら県からの行政指導や助言について、総務部長は知らなかったと答

弁しており、市の内部統制が機能しているのか非常に心もとない状況です。（表面の

一般質問Q2の記事を参照のこと） 

 安曇野市と安曇野市農業委員会は、長

野県から、平成28年（行ウ）第17号公

金支出返還請求事件の住民訴訟判決に関

わって、行政指導や技術的助言を受けま

したが、それにも関わらず、それら指導

や助言に従わず、かたくなに拒否してい

ます。その上、「判決で指摘されたこと

は事実であるが、それは裁判所の誤解に

よるものだ」として、司法による判断を

も否定しています。 

 このような安曇野市行政

に対する信頼は大きく損な

われ、適切な予算編成や適

正な予算執行が行われるか

http://www.city.azumino.nagano.jp/gikai/ 安曇野市議会ホームページで、議案に対する議員別賛否の一覧をご覧いただけます。 

 新型コロナウイルスの 

   緊急経済対策 出そろう 

 とはいえ、申請しなければ給付は

受けられません。申請手続きについ

てご心配があれば、小林じゅん子も

ご相談お受けします。 

 マスク、手洗い、人ごみを避け、

この安曇野の自然の中で、免疫を高

く維持して身を守って下さい。 

◆「パンデミックを生きる指針」ネットで話題沸騰◆ 
～気鋭の研究者藤原辰史・京大准教授 「負の声」と憎悪をめぐって～ 

 「新型コロナという目に見えない敵とのの戦いだ」、「今まさにわれわれは戦争状

態にある」などの言葉を聞くにつけ、違和感つのらせていたわたしが「これだ！」と

納得した論考。種まき通信の限られた紙面では紹介しきれない、残念と思っていたら、

著作権フリーで印刷や音声版の提供も始まったので、ご案内いたします。 

■岩波新書 編集部からのコメント 

 2020年4月2日に『B面の岩波新書』

にアップされた直後から大反響を呼んで

いる藤原辰史氏による緊急寄稿「パンデ

ミックを生きる指針——歴史研究のアプ

ローチ」（4月23日現在、閲覧数は41

万5905）。その全文を、この度オトバ

ンクさんによって、いち早く、音声版と

して無償提供していただけることになり

ました。 

 同時代に生きる歴史学者としての矜持

を貫いて、今我々を襲っている事態の本

質に迫り、恥知らずな為政者には鉄槌を

下し、脅え立ち竦む私たちには覚醒を促

す、魂の訴えです。 

 時の歯車が回転し、否応なく歴史の大

きな転換点に立たされている現在、そし

て来たる未来において、広く、長く拠り

所となる、生き延びるための指針です。 

テキストは、上記岩波新書のサイトやコ

ンビニのコピー機から無料でダウンロー

ドやプリントアウトが可能なほか、今後

は各書店の店頭でも順次小冊子として配

布していただく予定です。（藤原先生の

ご厚意で、今回は特別に著作権フリーと

していただいています。） 

 目でも、耳でも、また両方でも、何度

でも立ち返っていただきたい、そして1

人でも多くの方に広げていただきた

い、”言葉のワクチン“です。 
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